
川崎市母子生活支援施設入所等事務取扱要領 

 

母子生活支援施設（以下「支援施設」という。）は、「配偶者のない女子又はこれに準ず

る事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとと

もに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について

相談その他の援助を行うことを目的とする施設」である（児童福祉法（昭和 22年法律第 164

号。以下「法」という。）第 38条）。 

母子保護については、法第 23条の規定に基づき実施するものとし、支援施設入所等事務

については、関係法令及び川崎市児童福祉法施行細則（昭和 47 年川崎市規則第 62 号。以

下「規則」という。）に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。 

 

１ 入所要件 

支援施設の入所要件は、法第 23 条に示されているとおり、配偶者のない女子又はこれに

準ずる事情にある女子であって、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがあると

認められるものとする。入所対象はその女子とその者の監護すべき児童とする。 

入所にあたっての留意点は、次のものが挙げられる。 

（１）児童は 18 歳未満であること。 

（２）児童が支援施設入所等で申込み時に母親と一緒でなくとも、その母親が児童を養育

していく必要が認められる場合、入所時に同居することを前提に申込みを受けること

ができること。 

（３）国籍にかかわらず、法の対象となること。 

（４）実態として母とその子の世帯以外で、女子とその者の監護する児童にとって支援施

設の利用が必要であると判断された場合は、福祉事務所・支援施設・制度所管課で協

議すること。ただし、他都市の支援施設への入所（以下、「広域入所」という）につい

ては入所施設の所管自治体の判断を要する。 

 

２ 用語の定義 

（１）配偶者のない女子 次のいずれかに該当する者 

ア 配偶者と死別又は離婚した女子 

イ 婚姻外で母となった女子で、その児童の父と事実上の婚姻関係が消滅している女子 

（２）配偶者のない女子に準ずる事情にある女子 次のいずれかに該当する者 

ア 配偶者が生死不明の女子 

イ 配偶者に遺棄されている女子 

ウ 配偶者が精神又は身体の障害により、長期にわたって労働力を失っている女子 

エ 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されている女子 

オ 夫の暴力により母子が家出をしており婚姻の実態は失われているが、やむをえない

事情により離婚の届出を行っていない女子（昭和 57 年６月 17 日児発第 514 号） 

（３）その者の監護すべき児童 

配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子が、民法（明治 29 年法律第 89

号）第 818 条（父母の親権）、第 819 条（離婚等の場合の父又は母の親権）等の規定に



基づき、法律上親権等により児童を監護すべき立場にある場合であって、かつ、それ

がその児童の福祉を図るという観点から必要である場合における児童をいうものであ

り、現実に監護していることを必要不可欠の要件とするものではない（昭和 57年６月

17 日児発第 514 号）。 

（４）福祉に欠ける 

生活、住宅、教育、就職等の解決困難な問題を抱えている場合は、その者の監護す

べき児童の福祉に好ましくない影響を与えかねない。従って、その母子世帯が貧困で

あることや住居がないということは、児童の福祉に欠ける一例であるが、必ずしもこ

れに限らない。 

 

３ 入所の流れ 

（１）入所申込み 

福祉事務所長は、法第 23条の規定に基づき、適切に母子保護を実施するものとする。 

なお、母子保護実施の申込みは、通常は母子保護の実施を希望する者が福祉事務所

において行うが、緊急時等の場合に、母子生活支援施設長（以下「施設長」という。）

は、母子保護の実施を希望する保護者の依頼を受けて、その者に代わって、申込書の

提出を行うことができる。 

（２）母子生活支援施設入所調整会議 

福祉事務所長は、母子保護の実施の判断が困難な場合、母子生活支援施設入所調整

会議を次の構成機関により開催することができる。会議の構成機関は会議により合意

した事項を尊重しなくてはならない。 

ア 母子保護を実施する福祉事務所 

イ 支援施設 

ウ 制度所管課 

エ その他必要に応じて出席を要請した機関 

（３）入所依頼 

福祉事務所は、母子世帯の申込内容について調査確認した結果、入所要件に合致し

ていると判断した場合、施設長に入所依頼連絡票を送付するほか、入所承諾又は不承

諾の検討にあたり支援施設が必要とする情報を可能な範囲で提供するものとする。 

（４）入所承諾、不承諾 

支援施設は、支援施設の受入体制や母子世帯の状況等を踏まえ、入所又は不承諾を

回答し、それを受けて福祉事務所は見学日程等の必要な調整を行うものとする。 

（５）入所前面接 

入所者は、入所承諾後、支援施設の居室等の見学を行い、福祉事務所、支援施設に

よる入所前面接を行うものとする。その際、必要に応じて生活保護担当等関係部署も

出席するものとする。また、支援施設は、面接において母子世帯に対し、支援施設の

目的や規則等について説明するものとする。 

（６）入所決定 

入所者は、入所意思を決定するにあたり、支援施設の目的や規則等を理解し、入所

後の福祉事務所及び支援施設による自立支援を受けることに合意した旨の文書に署名



を行わなければならない。 

（７）入所時面接 

母子世帯、福祉事務所、支援施設の３者は、入所にあたり、入所時面接を行うもの

とする。必要に応じて生活保護担当等関係部署も出席する。 

母子世帯は、面接において、入所目的及び当面の支援内容を確認するものとする。

また、支援施設は、規則等留意事項を説明するものとする。 

（８）入所手続 

福祉事務所は、次に掲げる書類を支援施設に提出するものとする。 

ア 入所依頼書 

イ 母子生活支援施設入所（変更・延長）申込書 

ウ 施設入所申請世帯調査票 

エ 母子生活支援施設入所決定通知書 

オ 健康診断書 

カ 戸籍謄本 

キ その他必要な文書 

（９）入所後面接 

支援施設は、入所１週間後を目安に入所後面接を行うものとする。 

（１０）面接における留意事項 

支援施設は、入所前面接、入所時面接及び入所後面接にあたっては、次のことに留

意する。 

ア 原則として母子世帯全員で面接を受けること。 

イ 児童福祉の向上を図るための入所であることに鑑み、児童と支援施設職員が遊ぶ

こと等により、支援施設の雰囲気を児童に感じ取らせるよう心がけ、児童の入所意

思も可能な手法により確認すること。 

ウ 支援施設が共同生活の場であり自立支援のための施設であること、規則や制約等

について十分に理解させること。 

（１１）自立支援計画の作成 

支援施設は、入所後１か月を目安に入所者とともに入所時に確認した入所目的・支

援方針等について記載をした自立支援計画を作成し、それに基づき支援を行うものと

する。 

（１２）自立支援会議の開催 

支援施設は、福祉事務所やその他必要と思われる関係機関を招集し、母子世帯の自

立支援に関する協議をするため、自立支援会議を年１回以上開催しなくてはならない。 

 

４ 入所初期の支援施設訪問 

福祉事務所は、おおむね１か月後、必要に応じ支援施設を訪問し、母子世帯の生活状況

等の把握や、支援施設との情報交換に努めるものとする。 

 

５ 入所後の指導等 

福祉事務所は、年１回以上支援施設及び母子世帯を訪問し、入所継続の意思や入所目的



の達成状況等を把握するものとする。 

福祉事務所は、その上で入所者の希望があれば、入所期間の変更・延長の申込みを教示

するとともに、入所要件が解消した場合は退所を指導するものとする。 

  

６ 入所後の実施責任 

福祉事務所は、退所まで母子保護の実施責任を持つものとする。 

福祉事務所は、母子世帯に対し自立支援を行うにあたり、移管の必要が生じた場合は、

移管先福祉事務所及び支援施設と必要な情報伝達等、引継を十分に行った上で、移管する

ものとする。その際は、移管後も必要な情報交換を行うなど、入所が長期化しないよう、

十分留意するものとする。 

なお、広域入所となった母子世帯については、母子保護を実施した福祉事務所が実施責

任を持つものとする。 

 

７ 広域入所  

福祉事務所は、夫等の暴力等により家出し、夫等から追跡されている、あるいは追跡の

可能性がある母子が他都市の支援施設への入所を希望する場合は、当該母子について、必

要な調査を実施し、広域入所の必要がある場合は、制度所管課に連絡するものとする。 

制度所管課は、把握している他都市の支援施設の空き状況や連絡先等について福祉事務

所に定期的に情報提供を行うものとする。 

福祉事務所は、他都市の支援施設において受入れが可能かどうか調査を行い、広域入所

の受入れが可能な支援施設があった場合は、入所調整を行う。広域入所が内定したときは、

速やかに制度所管課に報告し、制度所管課は定員割愛の協議を行うものとする。 

（１）広域施設利用の注意点 

ア 危険地域の回避 

支援施設を選定するにあたり、親族や友人等が近隣に居るなどの危険地域を避ける

ようにすること。 

イ 事前見学 

可能な限り事前見学に同行し、合わせて支援施設側と面接し、支援施設の利用規則

等の周知により円滑な支援施設の利用に繋げること（ただし、遠方の場合等で事前見

学が困難な場合は支援施設との協議により事前の見学を割愛する場合もある。）。 

ウ 関係機関との連携 

入所の際は支援施設の地域を管轄する福祉事務所への同行やその他必要に応じた関

係機関（生活保護課、教育委員会、区民課等）との連携を図りつつ支援を行うこと。 

（２）入所手続 

福祉事務所は、支援施設と協議し、次に掲げる書類を必要に応じ支援施設に提出する

ものとする。 

ア 入所依頼書 

イ 健康診断書 

ウ 住民票 

エ 戸籍謄本 



オ 合意書 

カ 母子生活支援施設入所（変更・延長）申込書 

キ 母子生活支援施設入所申請世帯調書 

ク 退所届 

ケ 入所・退所決定通知書 

コ その他 

（３）入所後の指導等 

母子保護を実施した福祉事務所は、広域入所の場合も市内支援施設同様、入所後、

年１回以上は支援施設への訪問等を実施し、入所継続の意思や入所目的の達成状況等

を把握するものとする。その上で、希望があれば、入所期間の変更・延長の申込みを

教示するとともに、入所要件が解消した場合は退所を指導するものとする。 

 

８ 管理上の規制 

母子世帯は、支援施設の管理上の規制を守らなければならない。 

本市における支援施設の入所者心得は「川崎市ヒルズすえなが施設のきまり」によるも

のとし、主なものとしては、次に掲げる事項とする。 

（１）門限は午後 10 時であること。 

（２）外泊する場合は事前に届出をすること。 

（３）来訪者、宿泊者のあるときは、届出をし、支援施設の指示に従うこと。また、18 歳

以上の男子の宿泊は禁止されていること。 

（４）ペット類の飼育が禁止されていること。 

（５）特に管理上必要のあるときは、支援施設による居室内の点検がある場合があること。 

 

９ 入所者義務 

入所者は、避難訓練の参加、定期的な支援施設面接、身分変更の届出、児童の登園、登

校の欠席や母親の欠勤にあたっての支援施設への連絡、入所者の集団生活を守るための規

律・秩序ある生活の確立又は安全確保等の義務を果たさなければならない。 

 

１０ 違反行為に対する実施の解除 

支援施設はこれらの心構えが守られない場合、入所者に対し指導を行うものとし、度重

なる指導にもかかわらず重大な違反行為が続く場合は、福祉事務所は支援施設と協議の上、

母子保護の実施を解除することができるものとする。 

 

１１ 変更  

（１）申込み 

入所者は、入所理由や母子世帯の構成等の入所要件に関わる重要事項に変更が生じ

る場合は、母子保護の実施を行った福祉事務所宛てに変更の申込みを行わなければな

らない。 

なお、変更の申込みを受理した福祉事務所長は変更の承諾又は不承諾を行うものと

する。 



（２）届出 

入所者は、生活保護の受給、保険の種類等、入所要件に該当しない事項の変更につ

いて、福祉事務所長に届出なければならない。 

 

１２ 延長 

入所者は、入所児童の年齢が 18 歳を超えても、高等学校在学中等の理由から、入所の延

長を希望する場合は、母子保護の実施を行った福祉事務所に、延長の申込みをすることが

できる。 

なお、福祉事務所長は、延長の申込みを受理した場合、延長の承諾又は不承諾を行う。 

 

１３ 解除 

福祉事務所長は、母子保護実施期間の満了前に退所する場合、解除の決定をすることが

できる。 

入所者が監護する児童が法第 27 条１項３号による児童福祉施設等への入所措置となり、

支援施設に入所者のみとなった場合、第１条に記載される入所要件を失うことから解除の

決定を行うものとする。 

 

１４ 退所 

入所者は、実施期間の満了又は川崎市母子生活支援施設条例第４条第１項の規定に基づ

き退所となるものとする。 

福祉事務所は、実施期間が満了してもなお入所要件が解消されない場合であって、福祉

事務所長が母子保護の実施を必要と認めるときは、母子保護の実施の申込みを勧奨しなけ

ればならない。入所者は、期間の変更となるため、変更の申込みを行わなければならない。 

 

１５ 入所者負担  

入所者は、法第 56条第２項の規定に基づき措置費の一部を負担しなければならない。 

入所者負担の取扱いについては、規則第 30 条（費用の徴収等）、第 31 条、第 32 条（徴

収金等の減免）の規定によるものとする。 

徴収金は規則別表２に定めた階層区分によって決定する。 

入所者の階層区分の認定及び入所者負担金の調定は福祉事務所が行う。 

制度所管課は、福祉事務所等から階層区分の認定について相談があった場合には適切に

応じなければならない。また階層認定等について、各種研修等を行うものとする。 

なお、課税階層区分の認定の見直しについては、原則として毎年度７月に行うものとす

る。 

 

１６ その他 

（１）ヒルズすえながの入所調整について 

ヒルズすえなが（以下、施設という）の入所調整については、原則として福祉事務

所と施設間で行っているが、「川崎市母子緊急一時保護事業実施要綱」に基づく緊急一

時保護による入所も含め、入所世帯が２５世帯以上となった場合には、次のとおり行



うこととする。 

ア 各福祉事務所への情報提供 

    制度所管課は、施設の入所世帯が２５世帯となったことを各福祉事務所に情報提

供し、２５世帯を下回るまでは、福祉事務所は、施設入所が必要と思われる世帯を

把握した場合、制度所管課に入所調整前に協議するものとする。なお、入所世帯が

２５世帯を下回った場合、制度所管課は各福祉事務所へ速やかに情報提供を行う。 

 

  イ ２５世帯以上の場合の入所調整に向けた協議 

    福祉事務所から施設への入所調整に向けた協議を受けた制度所管課は、他の福祉

事務所に施設への入所希望世帯がいないか確認を行う。 

他の福祉事務所から入所調整の希望がない場合、制度所管課は入所調整に向けた

協議結果を福祉事務所に報告し、当該福祉事務所は施設と入所調整を行う。 

他の福祉事務所から入所調整の希望があった場合であって、入所希望世帯数が定

員を超えない場合には他の福祉事務所も含めて入所希望した福祉事務所に結果報告

し、当該福祉事務所は施設と入所調整を行う。 

他の福祉事務所から入所調整の希望があった場合であって、入所希望世帯数が定

員を超える場合には制度所管課と入所調整を希望する福祉事務所で協議し、優先度

を決定し、優先度が高い福祉事務所から施設と入所調整を行う。 

 

（２）その他 

   この要領に規定するもののほか、必要な事項は、こども未来局長が別に定める。 

 

附 則 

この要領は、平成４年６月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成 10 年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成 13 年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成 17 年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成 24 年１月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成 24 年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成 28 年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和５年３月 17日から施行する。 



合意書例（要領３（６）関係） 
 

合意書 
 
 
 私「        」は、次のことについて「   」福祉事務所からの

説明を受け、内容に合意した上で母子生活支援施設「         」へ

の入所を希望します。 
 
 
 
１ 母子生活支援施設（以下「支援施設」という。）は、入所した母子を保護す

るとともに、自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者につ

いて相談その他の援助を行うことを目的とする施設です。（児童福祉法第３８

条） 
 
 
２ 上記１の目的のために、必要に応じて福祉事務所及び支援施設による、次

のような支援指導を受けます。 
 
（１）児童の養育環境や生活衛生環境、安全確保等を確認するための居室への

立ち入りによる支援指導 
 
（２）集団生活における規律を守り、秩序ある生活を送るための支援指導 
 
（３）その他必要な支援指導 
 
 
３ 支援施設への入所要件が解消等により、入所目的が達成された場合は、入

所を長期化することなく退所します。 
 
 
 
    福祉事務所長宛て 
 
 
 

           年  月  日  
 

    入所者氏名                 


